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「（仮称）松戸市教育大綱」（素案）に対する市民意見募集について 

 
松戸市では、教育・学術及び文化の振興に関する施策の根本的な方針である

『（仮称）松戸市教育大綱』について、「松戸市総合教育会議」において協議・

調整を重ねながら策定作業を進めております。 
この度、（仮称）松戸市教育大綱素案について、広く市民より意見を募集する

ことを予定しています。 

 
広報まつどへの掲載 
平成 27 年 9 月 15 日号へ掲載を予定 

 
素案公表日及び公表方法 
平成 27 年 9 月 15 日（火）より公表 
市ホームページへ掲載、政策推進課・行政資料センター・各支所での閲覧 

 
意見募集期間 
平成 27 年 9 月 15 日（火）から 10 月 14 日（水）まで（当日消印有効） 

 
意見提出方法 
ご意見、ご住所及びご氏名を記入の上、郵送、FAX、E メールでの提出をお願

いします。なお、ご意見を正確に把握する必要があるため、電話によるご意見

の受付はいたしません。 

 
意見の提出先 
松戸市 政策推進課 宛て 
（１）郵送の場合  〒２７１－８５８８ 松戸市根本３８７－５ 
（２）FAX の場合  ０４７－３６６－１２０４ 
（３）E メールの場合 mcseisakukouiki@city.matsudo.chiba.jp 

 
 


